
能美都市計画用途地域の変更について（能美市決定）

都市計画用途地域を次のように変更する。

上段朱書きは変更前

「種類、位置及び区域は、計画図表示のとおり」

【 理 由 】

（赤井地区）

能美市第２次総合計画において、「企業が集積し、産業が栄えるまちづくり」を目標としており、

その方針として、積極的な企業誘致や本社機能の機能移転、市内の既存企業に対しては留置活動

を展開することを掲げている。

能美市では、2005年以降、34.6haの産業用地の分譲が進み、現在企業が希望する産業用地が不

足している状況である。また、能美根上スマートICが完成し広域的な交通利便性が向上したこと

により、企業からは産業用地の確保が望まれている。

これより、能美市第２次総合計画に掲げる方針を達成し、さらなる工業の振興を図るためにも

早急に新たな産業用地を確保する必要がある。

当該地区は、赤井工業団地に隣接し、国道８号及び（都）根上国道線に近接していることから、

種 類 面 積
建築物の
容 積 率

建築物の
建 蔽 率

外壁の後退
距離の限度

建築物の
敷地面積の
最低限度

建築物の高
さの限度 備 考

第一種低層

住居専用地域

小 計

約 2.1ha
8.1ha

約 0.0ha
97 ha

約 97 ha
107 ha

約 99 ha

5／10以下

6／10以下

8／10以下

3／10以下

4／10以下

5／10以下
― ―

10m
10m
10m

5.9%
5.5％

第一種中高層

住居専用地域

小 計

約 68 ha

約 68 ha

20／10以下 6／10以下
― ― ―

3.8％
第二種中高層

住居専用地域

小 計

約 150 ha

約 150 ha

20／10以下 6／10以下
― ― ―

8.3％
第一種住居

地域

小 計

492 ha
約 499 ha

492 ha
約 499 ha

20／10以下 6／10以下
― ― ― 27.3%

27.6％
第二種住居

地域

小 計

147 ha
約 148 ha

147 ha
約 148 ha

20／10以下 6／10以下
― ― ― 8.1%

8.2％
近隣商業地域

小 計

約 34 ha

約 34 ha

20／10以下 8／10以下
― ― ―

1.9％
準工業地域

小 計

約 464 ha

約 464 ha

20／10以下 6／10以下
― ― ―

25.7％
工業地域

小 計

342 ha
約 343 ha

342 ha
約 343 ha

20／10以下 6／10以下
― ― ― 19.0%

19.0％

合 計
1,804 ha

約1,805 ha
100.0％

議案第３号
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市外からの交通アクセスに優れた環境にある地区である。

当工業団地内において、事業所の増設に伴う敷地の拡大の希望がある。当該地区における産業

用地の確保は、第２次総合計画に掲げる方針や本市の産業振興に寄与するものであることから、

今回、周辺の用途地域を鑑み、工業地域を指定するものである。

（下ノ江地区）

当該地区は、昭和 50年5月に市街化区域に編入及び用途指定（第一種住居専用地域、建ぺい率
40％、容積率60％）し、現在も第一種低層住居専用地域（建ぺい率40％、容積率60％）となっ
ている。

加賀海浜産業道路（（都）根上小松線）の沿線地域であり、福島産業団地、JR能美根上駅前、
根上総合文化会館等のまちづくり拠点が存在する基幹都市軸の沿線地域である。令和４年度末に

は川北能美大橋が供用開始予定であり、今後より一層の交通量の増加及び周辺地域の交流人口・

定住人口の拡大が見込まれる。

都市計画マスタープランにおいては、周辺の幹線道路沿線における住宅や都市機能の誘導を図

ることとしており、当該地区においても沿線の連続性の観点から、幹線道路沿線として住宅や日

常生活に必要な店舗・事務所等の施設の誘導を図る必要がある。

そこで今回、今後の開発需要および周辺の土地利用状況を鑑み、用途地域を第一種住居地域に

変更するものである。

（大成地区－１）

当該地区は、昭和50年5月に市街化区域に編入及び用途指定し、現在第一種低層住居専用地域
（建ぺい率50％、容積率80％）となっている。
加賀海浜産業道路（（都）根上小松線）の沿線地域であり、福島産業団地、JR能美根上駅前、
根上総合文化会館等のまちづくり拠点が存在する基幹都市軸の沿線地域である。令和４年度末に

は川北能美大橋が供用開始予定であり、今後より一層の交通量の増加及び周辺地域の交流人口・

定住人口の拡大が見込まれる。

都市計画マスタープランにおいては、周辺の幹線道路沿線における住宅や都市機能の誘導を図

ることとしており、当該地区においても沿線の連続性の観点から、幹線道路沿線として住宅や日

常生活に必要な店舗・事務所等の施設の誘導を図る必要がある。

そこで今回、今後の開発需要および周辺の土地利用状況を鑑み、用途地域を第二種住居地域に

変更するものである。

（大成地区－２）

当該地区は、昭和50年5月に市街化区域に編入及び用途指定し、現在第一種低層住居専用地域
（建ぺい率40％、容積率60％）となっている。平成５年度から施行された土地区画整理事業が完
了し、令和４年度末には川北能美大橋が供用開始予定であることから、本用途を近隣の第一種低

層住居専用地域と同様の建ぺい率50％、容積率80％に変更するものである。
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変更 ・指定区域

位　置　図

用途地域変更区域
第一種低層住居専用地域
⇒第一種住居地域

変更内容 面　積

7.0ha

建ぺい率、 容積率変更区域
第一種低層住居専用地域
60/40　⇒　80/50

変更内容 面　積

1.1ha

用途地域指定区域
（工業地域）赤井地区

変更内容地区名 面　積

0.7ha

用途地域変更区域
第一種低層住居専用地域
⇒第二種住居地域

変更内容地区名

大成地区－１

地区名

大成地区－２

地区名

下ノ江地区

面　積

1.0ha

895
テキストボックス
議案第３号

895
テキストボックス
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工業地域

(新規指定)
工業地域

議案第３号

（都）根上国道線

国
道
８
号
線

60

200

地区名 現行 変更案
赤井地区 特定用途制限地域・田園地域 工業地域
0.7ha 建蔽率60％・容積率200％ 建蔽率60％・容積率200％

60

200
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第一種住居地域

第一種住居地域

(変更)

（
都
）
根
上
小
松
線

J
R
北
陸
本
線

能美東西連絡道路

議案第３号

第一種低層住居専用地域

地区名 現行 変更案
下ノ江地区 第一種低層住居専用地域 第一種住居地域
7.0ha 建蔽率40％・容積率60％ 建蔽率60％・容積率200％

60

200

60

200

50

80

準工業地域

60

200

工業地域

60

200

23



建蔽率　50％

容積率　80％

(変更)

近隣商業地域

（
都
）
根
上
小
松
線

第一種低層住居専用地域

第二種住居地域(変更)

第一種住居地域

（
都
）
根
上
小
松
線

第二種住居地域

地区名 現行 変更案
大成地区－1 第一種低層住居専用地域 第二種住居地域
1.0ha 建蔽率50％・容積率80％ 建蔽率60％・容積率200％

地区名 現行 変更案
大成地区－2 第一種低層住居専用地域 第一種低層住居専用地域
1.1ha 建蔽率40％・容積率60％ 建蔽率50％・容積率80％

60

200

50

80

60

200

80

200

議案第３号

（都）大成末寺線

60

200

50

80
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能美都市計画特定用途制限地域の変更について（能美市決定）

都市計画特定用途制限地域を次のように変更する。

上段朱書きは変更前

「位置及び区域は、計画図表示のとおり」

【 理 由 】

本市では、都市計画区域内の用途地域が定められていない地域について、無秩序な開発や建物

用途の混在を防ぐため、特定用途制限地域の指定による土地利用の規制・誘導を図っている。

今回、赤井地区において、工業団地内の事業所の増設に伴う敷地拡張のため、用途地域を新た

に指定することとなったことから、これに伴い、同区域に指定している特定用途制限地域を除外

するものである。

種 類 面 積 制限すべき特定の建築物等の用途の概要 備考

特定用途制限地域

（田園地域）

約2,958ha

約2,957ha

・床面積が200ｍ２超の店舗等

・床面積が150ｍ２超の事務所等

・ホテル、旅館、遊戯施設、風俗施設

・大学、専修学校、病院等

・自動車教習場、単独自動車車庫

・工場（50ｍ２以下で自家用販売の作業所を除

く。）倉庫業倉庫、危険物等貯蔵・処理施設

農振農用

地区域及

び保安林

を除く

特定用途制限地域

（里山地域）
約1,271ha

・共同住宅、寄宿舎、下宿

・店舗、事務所等の建築物

・ホテル、旅館、遊戯施設、風俗施設

・幼稚園、小・中高等学校

・図書館、病院、公衆浴場等

・自動車教習場、単独自動車車庫

・工場、倉庫業倉庫、危険物等貯蔵・処理施設

農振農用

地区域及

び保安林

を除く

特定用途制限地域

（幹線道路沿線地域）
約1.4ha

・床面積が1,500ｍ２超の店舗、事務所等

・ホテル、旅館、遊戯施設、風俗施設

・大学、専修学校、図書館、病院等

・自動車教習場

・危険性や環境を悪化させるおそれが少ない、

やや多い、多い工場

・150ｍ２超の自動車修理工場

・危険物等貯蔵・処理の量が少ない、やや多い、

多い施設

合 計
約4,230ha

約4,229ha

議案第４号
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用途地域

特定用途制限地域

（田園地域）

議案第４号
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